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１【提出理由】

マラヤン・バンキング・ベルハッド（以下「当行」という。）のマレーシア証券取引所

のメイン・マーケットにおける第17回配当金再投資プラン（以下「第17回DRP」という。）

に基づく当行の新規普通株式の発行及び上場が、本邦以外の地域において開始されたた

め、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２

項第１号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものである。

 

２【報告内容】

 

(注）　本書において便宜上記載されている日本円への換算は1.00マレーシア・リンギット＝

27.53円の換算率（2018年10月１日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行が提示した現地参考

為替相場の仲値）により換算されている。

 

（１）有価証券の種類及び銘柄

普通株式

 

（２）発行数

当行は以下の承認を得ている。

 

(a)　マレーシア中央銀行から、当行の第17回DRPに基づく普通株式161.0百万株を上限

とする普通株式の新規発行を通じて、当行の株式資本を増加させるための承認。

 

(b)　マレーシア証券取引所から、当行の第17回DRPに基づき139,607,094株を上限とす

る当行の新規普通株式の上場及び相場付けを行うための承認。

 

ただし、実際に発行される新規普通株式数は、当行の適格株主の利用の程度によるた

め、第17回DRPの期間終了時である2018年10月18日（以下「クロージング日」という。）

の後にのみ確定する。

 

（３）発行価格及び資本組入額

第17回DRPに基づき発行される新規普通株式の発行価格（以下「本発行価格」とい

う。）

１株当たり8.80マレーシア・リンギット（242.26円）

 

資本組入額

実際の資本組入額は、当行の適格株主の利用の程度によるため、クロージング日の後

にのみ決定される。

例示の目的において、当行の直近の発行済株式資本である10,945,196,194株の普通株

式（2018年10月２日現在）、本発行価格及び配当金の割当可能部分である１株当たり

0.10マレーシア・リンギットに基づき、当行
*
の資本組入額／再投資額は約1.09十億マ

レーシア・リンギット（30.01十億円）（普通株式約124,377,229株相当）となる。

*　上記の算出においては100％利用されることを前提としている。ただし、利用の程度は株主

による実際の利用の程度によるため、より低くなる可能性がある。

 

（４）発行価額の総額及び資本組入額の総額
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発行価格の総額

実際の発行価格の総額は、当行の適格株主の利用の程度によるため、クロージング日

の後にのみ決定される。

例示の目的において、当行
*
のすべての適格株主が配当金の割当可能部分である１株当

たり0.10マレーシア・リンギットの全額を第17回DRPに基づき発行される新規普通株式に

再投資することを選択した場合、発行される新規普通株式数の合計は約124,377,229株と

なる。かかる場合、発行価格の総額は約1.09十億マレーシア・リンギット（30.01十億

円）となる。

*　上記の算出においては100％利用されることを前提としている。ただし、利用の程度は株主

による実際の利用の程度によるため、より低くなる可能性がある。

 

資本組入額の総額

実際の資本組入額の総額は、当行の適格株主の利用の程度によるため、クロージング

日の後にのみ決定される。

例示の目的において、当行の直近の発行済株式資本である10,945,196,194株の普通株

式（2018年10月２日現在）、本発行価格及び配当金の割当可能部分である１株当たり

0.10マレーシア・リンギットに基づき、当行
*
の資本組入額／再投資額は約1.09十億マ

レーシア・リンギット（30.01十億円）（普通株式約124,377,229株相当）となる。

*　上記の算出においては100％利用されることを前提としている。ただし、利用の程度は株主

による実際の利用の程度によるため、より低くなる可能性がある。

 

（５）株式の内容

第17回DRPに基づき、普通株式が発行される。新規普通株式を保有する株主が、これら

の新規普通株式の割当日及び発行日に先立ち宣言され、実施され、若しくは支払われた

いかなる配当、権利、割当及び／又はその他の分配に対する資格を有しないことを除い

て、第17回DRPに基づき発行されるこれらの新規普通株式は、当行の既存の普通株式とす

べての点において同等である。

 

（６）発行方法

当行の適格株主は、第17回DRPへの参加資格を有する。適格株主は、2018年10月２日付

の預託者名簿又は（場合により）株主名簿に名前が記載されている当行の株主である。

 

（７）引受人の氏名又は名称
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該当なし

 

（８）募集を行う地域

マレーシア

 

（９）手取金の総額及び使途

 

手取金の総額

実際の手取金の総額は、当行の適格株主の利用の程度によるため、クロージング日の

後にのみ決定される。

 

手取金の使途

第17回DRPからの手取金純額（第17回DRPの見積費用控除後）は、当行及びグループ会

社（以下「当行グループ」という。）の継続的な成長及び拡大のための資金調達を目的

としている。さらに、第17回DRPは当行グループの資本レベルが常に堅固であることを確

保するものである。

 

（10）新規発行年月日

2018年10月31日（マレーシア証券取引所のメイン・マーケットにおける新規株式上場

日）

 

（11）当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の

名称

マレーシア証券取引所のメイン・マーケット

 

（12）その他

 

資本金の額

45,828,431,141.84マレーシア・リンギット（1,261,656,709,335円）（2018年10月２

日現在）

 

発行済株式総数

10,945,196,194株（2018年10月２日現在）

 

以　上
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